
大崎 事件第3次 再 審請 求 弁 護 団声 明

1本 日、 大 崎 事 件 再 審 弁 護 団 は 、鹿 児 島 地 方 裁 判 所 に 対 し、 第3次 再 審 請 求

の 申 立 て を行 っ た 。 大 崎 事 件 は1979年10月 、 原 ロア ヤ 子 さん が 、 ア ヤ

子 さん の 元 夫 、 義 弟 と3人 で 共 謀 して被 害 者 を殺 害 し、 そ の 遺 体 を義 弟 の 息

子 も加 え た4名 で 遺 棄 した と され る事 件 で あ るξ ア ヤ 子 さ ん は 一 度 も 自 白す

る こ とな く、 一 貫 して 無 罪 を主 張 した が 、 鹿 児 島 地 方 裁 判 所 は 、 「共 犯 者 」 と

され た 元 夫 、 義 弟 、 義 弟 の 息 子 の3名 の 自 白 と、 義 弟 の 妻 の供 述 に よ り、 ア

ヤ 子 さん に 有 罪 判 決 を言 い 渡 した 。 そ の 後 、 控 訴 、 上 告 と も に 棄 却 され 、 ア

ヤ 子 さ ん の 懲 役10年 の刑 が確 定 した 。

ア ヤ 子 さん は服 役 中 も無 実 を訴 え 、罪 を認 め る こ と と引 き換 え に打 診 され た

仮 釈 放 も拒 否 し、 服 役 後 、 た だ ち に 再 審 に 向 け て 活 動 を始 め た。

1995年4． 月 に 申 し立 て た 第1次 再 審 で は 鹿 児 島 地 方 裁 判 所 に お い て 再

審 開 始 決 定 が な され た が 、 高 等 裁 判 所 、 最 高 裁 判 所 に よ り再 審 は拒 絶 され た 。

2010年8月 に 申 し立 て た 第2次 再 審 で もそ の 扉 は 開 か な か っ た 。

2大 崎 事件 の確 定判 決 は共 犯者 と され る3人 の 自白供 述 とそれ を支 え る義 弟

の妻 の供 述 を証 拠 とす る もの で あ り、そ れ を支 え る客観 的証 拠 は何 もない と

い う脆 弱 な証拠 構 造 にな って い る。 した が って 、弁 護 団は第1次 、第2次 再

審 請 求 を通 じて これ らの供述 の信 用 性 を減 殺 す る立証 に力 を注 ぎ、一 定 の成

果 を挙 げて きた。

再 審 開始 決 定 を出 した 第1次 再審 請 求 に お け る鹿 児 島地方 裁 判所 は捜 査段

階 の法 医 学者 城 哲 男作 成 の鑑 定 書添 付 の遺 体 の解剖 の 写真 か らみ る遺 体 状 況

と 「タオル に よ る絞 殺 」とい う確 定 判決 の認 定 が合 致 しない とい う法 医学者池

田典 昭鑑 定 人 の鑑 定 内容 を踏 ま えて、共犯者 と され る三人 の 自白供 述 、義 弟 の

妻 の供述 を詳細 に検討 した結果 、三人 の 自 白供 述 には信用性 が認 め られ ない と

判 断 した。

3第2次 再 審 請 求 の即 時抗 告審 は高木 光 太 郎 ・大 橋靖 史鑑 定人 の供 述 心理 鑑

定の論 理 性 、科学 性 に対 す る理 解 が不 十 分 で あ った とは い え、共犯者 とされ

るア ヤ子 さんの元 夫 、義 弟 の供 述 につ き新 旧証 拠 の総 合 評価 を経 て、 そ れ 自

体 の信 用性 は低 い と判 断 した。

しか しなが ら、義弟 の妻 の供 述 は第3者 供 述 で あ り信 用 で きる と し、それ を

前提 にす れ ば全体 として共犯 者供 述 は信 用性 が認 め られ る とした。

ただ、そ うす る と義弟 の妻 の供 述 に信 用性 がな けれ ば共犯 者 と され る者 の供

述 の信 用性 は崩 れ る こ とも意味す る。

4第3次 再 審請 求 で は第1次 、第2次 再審 請 求 の成 果 を踏 ま え、新 証拠 と し

て法 医学者 吉 田謙 一鑑 定 人 の遺 体 の法 医学鑑 定 書 、高 木 ・大 橋鑑 定 人 の義 弟

の妻 の供 述 に 関す る供 述 心理鑑 定書 を新 証拠 と して提 出 した。



吉 田鑑 定 は 、急 性 窒 息 死 の場 合 に 強 く出 現 し、うつ 伏 せ の 死 体 で は 前 額 部 、

顔 面 、 前 頚 部 等 に認 め る はず の 死 斑 ・血L液就 下 等 の 所 見 が 本 件 遺 体 に 認 め ら

れ な い とい う理 由 か ら、 「窒 息 死 」 そ の もの を否 定 して お り、 確 定判 決 が認 定

した 「絞 頚 に よ る窒 息 死 」 と い う死 因 に つ い て 、 上 記 解 剖 所 見 と矛 盾 す る こ

と を 明 らか に した。

ま た 、吉 田鑑 定 は 、絞 殺 の場 合 に は 頚 部 圧 迫 の痕 跡 と して形 成 され 、本 件 遺

体 の 腐 敗 状 況 で は 残 存 して 観 察 で き る は ず の 頚 部 筋 肉 内 出 血 等 の 所 見 が認 め

られ な い こ と、 及 び 死 斑 ・血 液 就 下 等 の 解 剖 所 見 が 認 め られ な い との 点 か ら、

確 定 判 決 が 認 定 した 殺 害 方 法 ・態 様 と解 剖 所 見 とが 矛 盾 す る こ と も明 らか に し

た 。

そ れ に よ っ て 、ア ヤ 子 の 元 夫 、義 弟 の 自 白 を信 用 で き る こ とを 前提 と した確

定判 決 の 事 実 認 定 に は合 理 的 な 疑 い が生 じ、か つ 、そ れ は 同 時 に 同 人 らが 被 害

者 を殺 害 した と い う 自 白 を前 提 と した 義 弟 の 息 子 の 自 白 の 信 用 性 も減 殺 させ

る こ と に な る。

さ ら に、 大 橋 ・高 木 鑑 定 の 義 弟 の妻 の 供 述 に 関 す る 心 理 学 的 鑑 定 に よれ ば 、

義 弟 の 妻 の供 述 は 、自 ら体 験 して い な い こ と を供 述 した も の と評 価 せ ざ る を得

ず 、そ の こ とに よ りア ヤ 子 の 元 夫 と義 弟 の 自 白の 信 用 性 、さ らに は 義 弟 の 息子

の 自 白 の 信 用 性 は減 殺 され 、 確 定 判 決 の 事 実認 定 に は 合 理 的 な 疑 い が 生 じ る。

した が っ て 、 これ らの証 拠 が 明 白性 を 有 す る こ とは 明 らか で あ る。

5そ して、 この新証 拠 と第2次 再 審請 求 まで に提 出 され た新 旧全 証拠 を総合

的 に判 断す れ ば、 アヤ子 さん の元夫 、義 弟 に よる殺 害 を前 提 とした 自 白の信

用性 は否 定 され 、確 定判 決 の事 実認 定 に は合 理 的疑 いが生 じ、再審 は 開始 さ

れ な くて はな らない こ とにな る。

白鳥 ・財 田川 決 定 は、再 審段 階 に お いて も 「疑 わ しきは被告 人 の利 益 に」

とい う刑事 裁 判 の鉄則 が適用 され 、新 証 拠 の 明 白性 の判 断は新 証拠 が確 定判

決 を 下 した裁 判 所 の審理 中に提 出 され た とす るな らば、確 定判 決 の した よ う

な事 実認 定 に到 達 した で あ ろ うか とい う視 点 か ら新 証拠 と他 の証拠 を総 合 的

に評 価 して判 断 しな けれ ば な らな い こ とを明示 した。 この原 則 に裁 判 所 が立

ち返れ ば再審 開始以 外 の結 論 は あ りえない。

6第2次 再 審 請 求 の 即 時 抗 告 審 の意 見 陳 述 で 、当 時86歳 の ア ヤ 子 さん は 「今

は 死 ん で い る よ うな 気 持 ち で す 。無 罪 で 生 き返 る こ とが で き ま す 。」と訴 え た 。

原 ロア ヤ 子 さん の 年 齢 （88歳 ） を考 え る と、お そ ら く こ の第3次 再 審 請 求

は ア ヤ 子 さん が存 命 中 に 無 罪 を勝 ち取 る最 後 の機 会 に な る。

弁護 団 は新 た に 意 欲 に燃 えた 若 手 弁 護 士 の参 加 も あ り60人 を超 え た 。全 員

で ア ヤ 子 さん とア ヤ 子 さん の 元 夫 の 無 罪 を勝 ち 取 る た め に全 力 を尽 くす 所 存

で あ る。

2015年7月8日
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